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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 磁 気 記 録 媒 体 で あ っ て 、
　 基 板 と 、
　 前 記 基 板 上 に 形 成 さ れ た 垂 直 磁 気 異 方 性 を 示 す 磁 気 記 録 層 で あ っ て 、 パ タ ー ン 化 領 域 お
よ び 非 パ タ ー ン 化 領 域 に よ り 画 定 さ れ た 表 面 変 型 の パ タ ー ン を 含 む 磁 気 記 録 層 と を 含 み 、
前 記 パ タ ー ン 化 領 域 が 前 記 非 パ タ ー ン 化 領 域 と は 異 な る 仕 方 で 磁 化 さ れ て い る 媒 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 パ タ ー ン 化 領 域 の 少 な く と も 一 部 が ５ ． ０ μ ｍ 未 満 の 幅 を 画 定 す る 、 請 求 項 １ に 記
載 の 媒 体 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 パ タ ー ン 化 領 域 が バ ン プ を 含 み 、 前 記 非 パ タ ー ン 化 領 域 が 前 記 バ ン プ 間 の 領 域 を 含

　
む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 媒 体 。

【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 基 板 と 前 記 磁 気 記 録 層 と の 間 に 形 成 さ れ て い て 、 前 記 表 面 変 型 の パ タ ー ン を 画 定 す
る 層 を 更 に 含 み 、 前 記 磁 気 記 録 層 が 前 記 表 面 変 型 の パ タ ー ン に 実 質 的 に 合 致 す る 、 請 求 項
１ に 記 載 の 媒 体 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 パ タ ー ン 化 領 域 が 全 て 実 質 的 に 同 様 に 磁 化 さ れ て 、 前 記 非 パ タ ー ン 化 領 域 が 無 作 為
に 磁 化 さ れ て い る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 媒 体 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 パ タ ー ン 化 領 域 が 、 前 記 非 パ タ ー ン 化 領 域 の 極 性 と は 反 対 の 極 性 に 磁 化 さ れ る 、 請
求 項 １ に 記 載 の 媒 体 。

ん で い て 、
前 記 パ タ ー ン 化 領 域 が 、 バ ン プ 、 ピ ッ ト 、 リ ッ ジ 、 レ ー ル 、 チ ャ ネ ル お よ び グ ル ー ブ か

ら な る 群 か ら 選 択 さ れ た 特 徴 を 含
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